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１ 目的   

本要領は、防府市地域交流センター（アスピラート）カーボンニュートラルコーナー展示

製作設置事業を実施するに当たり、業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者（以

下「優先交渉権者」という。）を選定するため、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事

項を定める。 

 

２ 業務概要 

（１） 委託業務名  防府市地域交流センター（アスピラート）カーボンニュートラル 

コーナー展示製作設置業務委託 

（２）委託期間   契約締結日から令和９年１月３１日まで 

（３）委託内容   別紙 防府市地域交流センター（アスピラート）カーボンニュートラルコ

ーナー展示製作設置業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４）提案限度額   ２，０００，０００円（税込） 

※上記金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すものである。 

※提案額（参考見積額）が、提案限度額を超過した場合は失格とする。 

 

３ プロポーザルの実施方法 

プロポーザル参加事業者に係る業務実績、専門性、企画力、創造性、費用等を勘案し、総

合的な見地から優先交渉権者を選定するため、別紙仕様書に沿った提案を行うこと。 

なお、選定は、本市関係者で構成する防府市地域交流センター（アスピラート）カーボン

ニュートラルコーナー展示製作設置事業に係るプロポーザル選定委員会（以下「選定委員

会」とする。）で審査し、優先交渉権者を決定する。 

 

４  参加条件 

プロポーザルに参加する者は、本公告日から優先交渉権者が決定されるまでの間、次に掲

げる要件を全て満たしている者であること。 

（１）令和８・９年度における防府市物品調達等に係る入札参加資格を有していること。 

（２）防府市物品調達等に係る指名停止等措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない

こと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産の申立てがなされていないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て

をしていない者であること。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手続開始の

申立てをしていない者であること。 

（６）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（７）防府市暴力団排除条例（平成２３年防府市条例第２１号。以下「条例」という。）第２条

第２項に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、また、条例第２条第１号に規定

する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（８）国税及び防府市税の滞納がないこと。 

（９）過去５年以内に、国または地方公共団体が発注した展示製作業務を元請として受注し、
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履行した実績を有していること。 

（１０）プロポーザル参加者と資本的・人的関係がないこと。 

 

５ 業務の再委託 

原則として、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は 請負わせてはならない。ただ

し、本市との協議の上、承認を得た場合はこの限りでない。 

本提案で、再委託を予定している場合は、再委託先（名称・所在・代表者名）、再委託する

業務範囲、再委託業務の履行状況の管理方法、体制等について提案書に記載すること。 

なお、再々委託は認めない。 

 

６ 実施スケジュール 

内容 期日 

公告、参加申請受付開始 令和８年６月２５日（木） 

参加申込書等提出期限、質問受付期限 令和８年７月 ８日（水） 

質問回答 令和８年７月１０日（金） 

企画提案書提出期限 令和８年７月２２日（水） 

書類審査結果通知 令和８年７月２４日（金） 

審査（プレゼンテーション、ヒアリング） 令和８年７月３１日（金） 

選考結果発表、優先交渉権者決定通知 令和８年８月３日（月）予定 

契約締結 令和８年８月中旬予定 

 

７ 参加申込書等の提出について 

（１）提出期間 

令和８年６月２５日（木）から令和８年７月８日（水）午後５時１５分まで（必着） 

  ※郵送の場合は、提出期限内必着とする。 

（２）提出書類  ア 参加申込書兼誓約書（様式１） 

イ 法人概要（様式２） 

ウ 業務実績調書（様式３） 

（３）提出部数  各１部 

（４）提出方法  郵送又は持参 

  ※持参の場合は、土曜、日曜、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに 

提出すること。 

  ※郵送の場合は、一般書留又は簡易書留とする。 

（５）提出先   〒747-8501 防府市寿町７番１号 防府市生活環境部環境政策課 

 

８ 質問及び回答について 

（１）質問方法 

本プロポーザルに関する質問は、電子メール で質問書（様式４）を下記まで提出し、メ

ール送信後は確認のため、必ず電話連絡を行うこと。 

電話や窓口、郵送、ＦＡＸによる質問・問い合わせには応じない。 
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（２）質問受付期間 

令和８年６月２５日（木）から令和８年７月８日（水）午後５時までとし、期限後に提

出されたものは受付しない。 

（３）提出先 

防府市生活環境部環境政策課 

  メールアドレス：seikatsu@city.hofu.yamaguchi.jp 

  電話番号：０８３５－２５－２３２８（直通） 

（４）回答方法  

質問に関する回答は、令和８年７月１０日（金）までに本市ホームページで公表する。 

 

９ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限  令和８年７月２２日（水）午後５時１５分まで（必着） 

        ※郵送の場合は、提出期限内必着とする。 

（２）提出書類  ア 企画提案書提出届（様式５）  

         イ プレゼンテーション参加者届出書（様式６） 

         ウ 企画提案書（任意様式） 

※Ａ４サイズの任意の様式で作成すること。 

Ａ３サイズを使用する場合は、片袖折りで折り畳み、Ａ４サイズとする

こと。 

         エ 見積書及び見積内訳書 

（３）提出部数  提出書類をア～ウの順に並べ、正本１部、副本１０部（正本１部以外はコ

ピー可）を提出すること。見積書及び見積内訳書は、消費税及び地方消費税

を含めた金額で、任意様式で作成し、防府市長宛てに１部提出すること。 

（４）提出方法  持参又は郵送 

  ※持参の場合は、土曜、日曜、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに 

提出すること。 

※郵送の場合は、一般書留又は簡易書留とする。 

※いずれの場合も、企画提案書については、併せて文字列検索が可能なＰＤＦデータを、

環境政策課へ提出期限までにメールで提出すること。 

（５）提出先    

防府市生活環境部環境政策課 

  メールアドレス：seikatsu@city.hofu.yamaguchi.jp 

  電話番号：０８３５－２５－２３２８（直通）  

（６）書類審査 

  事務局において、プロポーザル参加希望者が参加資格要件を満たしているか、必要な書

類が過不足なく提出されているかを確認し、書類審査結果通知を送付します。 

 

１０ 審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

（１）開催日時・会場 

令和８年７月３１日（金）を予定しており、実施時間、場所については、参加申込書の

担当者に別途通知する。 
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（２）実施方法  プレゼンテーションの時間は、質疑応答を含め、１事業者３０分以内（準

備及び説明１５分以内、質疑応答１０分程度、片付け５分以内）とする。 

（３）出席者   ３名以内 

（４）その他   ア プレゼンテーションの順番は、企画提案書等の受付順とする。 

イ 企画提案書に基づいた内容とし、追加での提案説明や資料配布は認めな

い。 

ウ プレゼンテーション会場には、電源、モニター及び接続ケーブルを準備

する。その他必要な機材等は、事業者で用意すること。 

 

１１ 審査体制及び方法 

（１）審査体制 

本市が設置する防府市地域交流センター（アスピラート）カーボンニュートラルコーナ

ー展示製作設置事業に係るプロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）におい

て審査を行う。 

（２）審査方法 

提案者の提案に対して、「評価基準」に定める算定方法により、評価点を算定する。評価

点数の合計が最も高い提案者を優先交渉権者として選定する。ただし、評価点数の合計が

総合計点数の６０％未満のものは失格とする。 

また、最も高い点数の提案者が複数の場合は、評価項目における項目４の評価点が最も

高い点数の提案者に決定し、上記評価項目が同点数の場合は、審査委員会の協議により決

定する。 

  なお、提案者が１者の場合であっても当該審査は実施し、審査の結果、事業を適切に実 

施できると判断された場合には、当該提案者を補助事業候補者として選定する。 

（３）審査結果の通知 

結果は、文書にて全提案者へ郵送で通知する。また、補助事業候補者及び評価点数を本

市ホームページにおいて公表する。また、優先交渉権者名及び評価点数を本市ホームペー

ジに公表する。 

なお、選定結果の内容に対する問い合わせ等には一切応じないものとする。 

 

１２ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）参加資格要件を満たしていない場合 

（３）本実施要項に示した提出に関する条件に適合しない場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

（５）その他法令違反があり不適当と判断した場合 

 

１３ 参加者の辞退 

参加申込書提出後、都合により本プロポーザルの参加を辞退するときは、速やかに 

「１６ 問合せ先及び資料等の提出先」まで連絡のうえ、辞退届（様式第７号）を提出する

こと。 
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１４ 契約手続き 

（１）１１で選定した優先交渉権者と契約交渉を行い、交渉が成立した場合、契約を締結す

る。 

（２）仕様書及び提案を受けた内容等については、本市と優先交渉権者との協議により、本業

務目的達成のために修正すべき事項があると本市が判断した場合は、項目の追加、変更ま

たは削除、見積金額等の変更をすることがある。 

（３）優先交渉権者が応募資格を満たさないことが判明した場合、失格事項に該当した場合又

はその他の理由により契約の締結が不可能となった場合は、選定結果の次点の者と契約交

渉を行う。 

 

１５ その他留意事項 

（１）企画提案は１者につき１提案とし、提出期限以後の書類の提出、差替え、記載内容の修正、

変更及び追加は認めない。また、提出書類は返却しない。 

（２）本プロポーザルに要する一切の費用は、事業者の負担とする。また、やむを得ない理由等

により、本プロポーザルを中止した場合、本プロポーザルに要した経費を本市に請求するこ

とはできない。 

（３）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、防府市情報公開条例に基づき、提出書

類を公開する場合がある。 

（４）提案者が１者の場合でも本プロポーザルを実施する。 

（５）本要領に定めのない事項については、協議の上、決定する。 

 

１６ 問合せ先及び資料等の提出先 

  〒７４７－８５０１ 山口県防府市寿町７番１号（本館３階） 

  防府市役所 生活環境部 環境政策課 

  電 話 番 号：０８３５－２５－２３２８（直通） 

  ＦＡＸ番号：０８３５－２５－２３６９ 

  電子メール： seikatsu @city.hofu.yamaguchi.jp 

※本プロポーザルに関する様式や各種資料については、環境政策課窓口及び市ホームペー

ジにて配布する。 
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別表 

評価基準 

項番 評価項目 審査の視点 配点 

１ 類似業務の実績 ・本業務の内容と同種または類似の展示実績はあるのか。 10 

２ 見積金額 

・提案価格のうち 

（最低見積価格／自社の見積価格）×20点 
 ※小数点第１位を四捨五入 

 ※見積価格が本市の示した契約上限価格を超過している事業者について

は、総合点が優れている場合にあっても採用しない。 

20 

３ スケジュール 
・業務の実現性が確保されたスケジュールとなっている

か。 
10 

４ 

来場者への適合性 

（子ども向け） 

・難解な言葉を避け、直感的に理解できるか。 

・体験型やクイズ形式など、子どもの興味をひく工夫があ

るか。 

20 

テーマの具体性 

・「自分たちに何ができるか」という行動変容を促すスト

ーリー性があるか。 

・防府市の特性を反映しているか。 

20 

訴求力・デザイン性 
・展示パネルや空間構成が明るく親しみやすいか。 

・動線計画が的確で、安全性が確保されているか。 

20 

５ 追加提案 
・本業務の成果を高めるための独自の追加提案がなされて

いるか。 
20 

６ 提案内容の的確性 

・コンセプトを含め、仕様書の内容を的確に捉え、本業

務を効果的、効率的に実施するための具体的な提案がな

されているか。 

20 

７ 
プレゼンテーション

能力 

・聞き手の立場に立った、分かりやすい内容であった

か。 

・十分なマネジメント能力、コミュニケーション能力を

有しているか。 

・質問に対して、即座に正確な回答ができているか。 

10 

合計 150 

 

留意事項 

（１） 一定の品質を確保するため、総合計点数の６割を評価の最低基準とし、当該基準を超え

る者のうち、最高評価点となった者を優先交渉権者とし、残りの者の順位も決定する。 

（２） 審査結果が同点の場合、項目４の合計点が高い者を上位者として決定する。さらに、項

目４の合計点が同点の者があるときは、選定委員会の協議により上位者を決定する。 


